
−63−

成○年○月○日）（厚生年金保険の被保
険者であった間）であることを認める
ことができないため。」との理由によ
り、上記裁定請求を却下する旨の処分
（以下「原処分」という。）をした。

３　請求人は、原処分を不服とし、標記の
社会保険審査官に対する審査請求を経
て、当審査会に対し、再審査請求をした。

第３　当事者等の主張の要旨
　（略）

理由
第１　問題点
１　事後重症請求による障害厚生年金は、
障害の原因となった傷病につき初めて医
師又は歯科医師の診療を受けた日（以下
「初診日」という。）において、厚生年金
保険の被保険者であること、その初診日
の前日において、当該初診日の属する月
の前々月までに国民年金の被保険者期間
（厚生年金保険の被保険者期間を含む。
以下同じ。）があり、かつ、①　当該被保
険者期間に係る保険料納付済期間と保険
料免除期間とを合算した期間が当該被保
険者期間の３分の２以上であるか、又は、
②　当該初診日の属する月の前々月まで
の１年間が保険料納付済期間と保険料免
除期間で満たされていること（以下、①
及び②の要件を「保険料納付要件」とい
う。）、そして、裁定請求日におけるその
傷病による障害の状態が、厚生年金保険
法施行令（以下「厚年令」という。）別表
第１に定める程度（障害等級３級）以上
の障害の状態にあること、という要件が
満たされない者には支給されないことと
なっている（厚年法第４７条及び第４７
条の２、国民年金法等の一部を改正する
法律（昭和６０年法律第３４号）附則第
６４条第１項、厚年令第３条の８）。
　なお、障害等級２級以上の障害厚生年
金が支給される者には、併せて障害基礎
年金が支給される。

２　本件の場合、厚生労働大臣が前記「事
実」欄第２の２⑵記載の理由により原処
分をしたことに対し、請求人は、当該傷

令和２年（厚）第１８４１号

令和４年２月２８日

主文
　後記「事実」欄第２の２⑵記載の原処分を
取り消す。

事実
第１　再審査請求の趣旨
　再審査請求人（以下「請求人」という。）
の再審査請求の趣旨は、国民年金法（以下
「国年法」という。）による障害基礎年金及
び厚生年金保険法（以下「厚年法」とい
う。）による障害厚生年金（以下、併せて
「障害給付」という。）の支給を求めるとい
うことである。
第２　事案の概要
１　事案の概要
　本件は、慢性腎不全（以下「当該傷病」
という。）により障害の状態にあるとし
て、障害給付の裁定を請求した請求人に
対し、厚生労働大臣が後記２⑵記載の原
処分をしたところ、請求人が、原処分を
不服として、標記の社会保険審査官に対
する審査請求を経て、当審査会に対し、
再審査請求をしたという事案である。
２　本件再審査請求に至る経緯
　本件記録によると、請求人が本件再審
査請求をするに至る経緯として次の各事
実が認められる。
⑴	　請求人は、平成○年○月○日が初診
日であると主張する当該傷病により障
害の状態にあるとして、令和○年○月
○日（受付）、厚生労働大臣に対し、事
後重症による請求として、障害給付の
裁定を請求した。
⑵	　厚生労働大臣は、令和○年○月○日
付けで、請求人に対し、「障害厚生年金
を受給するためには、傷病の初診日が
厚生年金保険の被保険者であった間で
あることが要件の１つとなっています
が、現在提出されている書類では、当
該請求にかかる傷病（慢性腎不全の原
因である糖尿病）の初診日が下記（平
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は、最初の傷病の初診日をもって、障
害の原因となった傷病の初診日となる
と解するのが相当である。

⑵	　本件についてこれをみると、本件で
初診日認定適格資料と認められるの
は、①　ａ病院ｂ科・Ａ医師作成の令
和○年○月○日現症に係る同日付け診
断書（以下「本件診断書」という。）、
②　ｃ社作成の平成○年○月○日付け
検査結果報告書、③　ｄ社ｅ営業所の
健康診断個人票（ｆ病院において平成
○年○月○日から平成○年○月○日
に、及びｇ病院において平成○年○月
○日にそれぞれ実施されたもの）、④　
ｈ病院の処方によりｉ薬局ｊ店での調
剤が記載されたお薬手帳（平成○年○
月○日、同月○日、同年○月○日に調
剤されたもの）、⑤　ｈ病院の診察券、
⑥　ｋ病院ｌ科・Ｂ医師作成の令和○
年○月○日付け受診状況等証明書、⑦　
○○市が令和○年○月○日付けで交付
した身体障がい者手帳である。そして、
①の本件診断書には、傷病名「慢性腎
不全」、傷病の発生年月日「平成○年○
月○日　診療録で確認」、そのため初め
て医師の診療を受けた日「平成○年○
月○日　診療録で確認」、傷病の原因
又は誘因「２型糖尿病　初診年月日
（平成○年○月○日）」、診断書作成医
療機関における初診年月日「令和○年
○月○日」、その時の所見「糖尿病性腎
症による慢性腎不全の為、令和○年○
月○日ｇ病院で血液透析導入となり、
令和○年○月○日、当院に転医し維持
透析継続となる。初診時、Ｈ○　○．
○　Ｈｔ３８．７、ＢＵＮ６７．８　
Ｃｒ１２．３１　Ｋ４．９　補正Ｃａ
８．４　Ｐ　６．４であった。」と記載
されている。②には、○（注：平成○）
年○月○日に採取された血液検査成績
が記載されている。③には、平成○年
○月○日から平成○年○月○日までに
行われた健康診断結果がそれぞれ記載
されている。④には、平成○年○月○
日には、ロコプール錠１０、ロキソニ

病に係る初診日（以下「本件初診日」と
いう。）は、厚生年金保険の被保険者で
あった期間中の平成○年○月○日である
と主張し、これを前提とする障害給付の
支給を求めているのであるから、本件の
問題点は、まずは、本件初診日がいつで
あるかということであり、次に、請求人
が認定した本件初診日において厚生年金
保険の被保険者であり、保険料納付要件
を満たしている場合には、裁定請求日に
おける請求人の当該傷病による障害の状
態（以下、これを「本件障害の状態」と
いう。）が、厚年令別表第１に定める程度
以上に該当すると認められるかどうかで
ある。

第２　当審査会の判断
１　本件初診日について判断する。
⑴	　初診日に関する証明資料は、国年法
及び厚年法が、発病又は受傷の日でな
く、初診日を障害給付の受給権発生の
基準となる日と定めている趣旨から
いって、直接その診療に関与した医師
（歯科医師を含む。）若しくは医療機関
が作成したもの、又はこれに準ずるよ
うな証明力の高い資料（以下「初診日
認定適格資料」という。）でなければな
らないと解するのが相当である。
　また、国年法及び厚年法上の障害の
程度を認定するためのより具体的な基
準として、社会保険庁により発出され、
同庁の廃止後は厚生労働省の発出した
ものとみなされて、引き続き効力を有
するものとされている「国民年金・厚
生年金保険障害認定基準」（以下「認定
基準」という。）が定められているが、
障害の認定及び給付の公平を期するた
めの尺度として、当審査会もこの認定
基準に依拠するのが相当であると考え
るところ、認定基準は、「第１　一般的
事項」の「３　初診日」で、「初診日」
とは、「障害の原因となった傷病につ
き、初めて医師又は歯科医師の診療を
受けた日をいう。」としており、障害の
原因となった傷病の前に、相当因果関
係があると認められる傷病があるとき
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月○日からはａ病院で治療を継続して
いるとして、本件初診日は、ｈ病院を
初めて受診し、アマリール錠などの投
薬による治療が開始となった平成○年
○月○日であると申し立てるが、同病
院には、カルテ等の診療録が残ってい
ないため受診状況等証明書が添付でき
ないとしている。
　これら認定した事実を総合勘案する
ならば、請求人が本件初診日であると
申し立てる平成○年○月○日にｈ病院
を受診したことを裏付ける受診状況等
証明書は提出されていないものの、同
病院の処方によりｉ薬局ｊ店において、
平成○年○月○日には調剤されていな
かった経口血糖降下剤であるアマリー
ル錠が同月○日から調剤されている
（資料④）ことが認められるのであるか
ら、本件初診日は、同日と認定するの
が相当である。

２　その余の点について判断する。
⑴	　本件記録によれば、請求人は、本件
初診日（平成○年○月○日）において、
厚生年金保険の被保険者であり、本件
初診日の前日において、所定の保険料
納付要件を満たしていることが認めら
れる。

⑵	　そして、本件障害の状態が、厚年令
別表第１に定める程度以上に該当して
いるかどうかについて検討するに、請
求人の当該傷病による障害で、障害等
級１級の障害給付が支給される障害の
程度としては、国民年金法施行令（以
下「国年令」という。）別表に「前各号
に掲げるもののほか、身体の機能の障
害又は長期にわたる安静を必要とする
病状が前各号と同程度以上と認められ
る状態であつて、日常生活の用を弁ず
ることを不能ならしめる程度のもの」
（９号）が、障害等級２級の障害給付が
支給される障害の程度としては、同別
表に「前各号に掲げるもののほか、身
体の機能の障害又は長期にわたる安静
を必要とする病状が前各号と同程度以
上と認められる状態であつて、日常生

ン錠、マーズレンＳ顆粒が、同月○日
には、ロキソニン錠、マーズレンＳ顆
粒、ディオバン錠、ノルバスク錠、ア
マリール１ｍｇ錠、リピトール錠が、
同年○月○日には、ディオバン錠、ノ
ルバスク錠、アマリール１ｍｇ錠、リ
ピトール錠がそれぞれ処方されたと記
載されている。⑤には、病院名と登録
番号が記載されている。⑥には、診療
録より記載したものとして、傷病名「糖
尿病」、発病年月日「不明」、傷病の原
因又は誘因「不明」、発病から初診まで
の経過「前医からの紹介状はあります
か。⇒無　検査でＡ１Ｃ１１％指摘　
治療開始しました。〔※診療録に前医
受診の記載がある場合　初診時の診療
録より記載したものです。〕」とされ、
初診年月日「平成○年○月○日」、終診
年月日「平成○年○月○日」、終診時の
転帰「中止」（注：「現在継続治療中（ａ
病院）」と付記されている。）、初診から
終診までの治療内容及び経過の概要
「内服療法で初診後Ａ１Ｃ１１％台～
＞６％台安定していた。」と記載されて
いる。⑦には、「身体障がい者等級表に
よる級別　１級」と記載されている。
　そして、再審査請求代理人が代筆し
作成した病歴・就労状況等申立書によ
れば、請求人は、会社の健康診断で精
密検査を受けるよう指示があったため、
平成○年○月○日ｈ病院を受診し、検
査の結果、血糖値が高かったことから、
アマリール錠などの投薬による治療が
開始となり、その後は定期的通院した
が、左足の潰瘍ができたため、平成○
年○月○日にｋ病院に転院し、潰瘍と
糖尿病の治療を受けていたところ、潰
瘍の治療が終わり、体調も悪くなかっ
たことから、同年○月○日でｋ病院へ
の通院をやめ（糖尿病の治療を中断）、
会社の健康診断で要治療との判定を受
けて、平成○年○月頃にｈ病院を受診
するまでの間は医療機関を受診してい
なかったものの、その後は、平成○年
○月○日からはｇ病院に、令和○年○
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⑷	　認定基準の第３第１章第１２節／腎
疾患による障害によれば、腎疾患によ
る障害の程度は、自覚症状、他覚所見、
検査成績、一般状態、治療及び病状の
経過、人工透析療法の実施状況、具体
的な日常生活状況等により、総合的に
認定するものとし、当該疾病の認定の
時期以後少なくとも１年以上の療養を
必要とするものであって、長期にわた
る安静を必要とする病状が、日常生活
の用を弁ずることを不能ならしめる程
度のものを１級に、日常生活が著しい
制限を受けるか又は日常生活に著しい
制限を加えることを必要とする程度の
ものを２級に、労働が制限を受けるか
又は労働に制限を加えることを必要と
する程度のものを３級に該当するもの
と認定するとされ、腎疾患の主要症状
としては、悪心、嘔吐、食欲不振、頭
痛等の自覚症状、浮腫、貧血、アシドー
シス等の他覚所見があり、検査として
は、尿検査、血球算定検査、血液生化
学検査（血清尿素窒素、血清クレアチ
ニン、血清電解質等）、動脈血ガス分
析、腎生検等があるが、慢性腎不全及
びネフローゼ症候群での検査項目及び
異常値の一部を示すと、それぞれ次の
とおりであるとされている。
①　慢性腎不全

区分 検査項目 単位 軽度異常 中等度異常 高度異常

ア
内因性クレア
チニン
クリアランス

mL/分 20以上
30未満

10以上
20未満 10未満

イ 血清クレア
チニン mg/dL ３以上

５未満
５以上
８未満 ８以上

（注）eGFR（推算糸球体濾過量）が記載されていれば、
血清クレアチニンの異常に替えて、eGFR（単位は㎖
／分／1.73㎡）が10以上20未満のときは軽度異常、10
未満のときは中等度異常と取り扱うことも可能とする。

②　ネフローゼ症候群
区分 検査項目 単位 異　常

ア

尿蛋白量
（１日尿蛋白量又は
尿蛋白／尿クレア
チニン比）

ｇ/日
又は
g/gCr

３.５以上を
持続する

イ 血清アルブミン
（ＢＣＧ法） g/dL ３.０以下

ウ 血清総蛋白 g/dL ６.０以下

活が著しい制限を受けるか、又は日常
生活に著しい制限を加えることを必要
とする程度のもの」（１５号）が、障害
等級３級の障害厚生年金が支給される
障害の程度としては、厚年令別表第１
に「前各号に掲げるもののほか、身体
の機能に、労働が著しい制限を受ける
か、又は労働に著しい制限を加えるこ
とを必要とする程度の障害を残すもの」
（１２号）及び「傷病が治らないで、身
体の機能又は精神若しくは神経系統
に、労働が制限を受けるか、又は労働
に制限を加えることを必要とする程度
の障害を有するものであつて、厚生労
働大臣が定めるもの」（１４号）が、そ
れぞれ定められている。
⑶	　認定基準の「第２　障害認定に当
たっての基本的事項」の「１　障害の
程度」によれば、日常生活の用を弁ず
ることを不能ならしめる程度とは、他
人の介助を受けなければほとんど自分
の用を弁ずることができない程度のも
ので、例えば、身のまわりのことはか
ろうじてできるが、それ以上の活動は
できないもの又は行ってはいけないも
の、すなわち、病院内の生活でいえば、
活動の範囲がおおむねベッド周辺に限
られるものであり、家庭内の生活でい
えば、活動の範囲がおおむね就床室内
に限られるものであるとされ、日常生
活が著しい制限を受けるか又は日常生
活に著しい制限を加えることを必要と
する程度とは、必ずしも他人の助けを
借りる必要はないが、日常生活は極め
て困難で、労働により収入を得ること
ができない程度のもので、例えば、家
庭内の極めて温和な活動（軽食作り、
下着程度の洗濯等）はできるが、それ
以上の活動はできないもの又は行って
はいけないもの、すなわち、病院内の
生活でいえば、活動の範囲がおおむね
病棟内に限られるものであり、家庭内
の生活でいえば、活動の範囲がおおむ
ね家屋内に限られるものであるとされ
ている。
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らに上位等級に該当するかどうかをみ
ると、臨床所見では、他覚所見として
貧血及びアシドーシスが「有」とされ
ているが、自覚症状及びその他の他覚
所見は「無」とされ、令和○年○月○
日の検査成績では血清クレアチニンが
１３．８１㎎／㎗で、高度異常を示し
ているが、内因性クレアチニン・クリ
アランスは斜線で抹消され、長期透析
による合併症は「無」とされており、
現症時の日常生活活動能力及び労働能
力は、身のまわりのことのみ可能とさ
れ、一般状態区分表は「ウ」と評価さ
れているのであるから、このような障
害の状態は、障害等級２級の程度を超
えて、腎疾患による障害で障害等級１
級に相当すると認められるものの例示
に該当しないし、日常生活の用を弁ず
ることを不能ならしめる程度に至って
いると認めることはできない。
　なお、本件診断書には、糖尿病につ
いても記載されているが、認定基準の
第３第１章第１５節／代謝疾患による
障害によれば、糖尿病については、検
査日より前に９０日以上継続して必要
なインスリン治療を行っていることに
ついて、確認できた者に限り、認定を
行うものとされているところ、検査日
（令和○年○月○日）前に９０日以上継
続して必要なインスリン治療は実施し
ていないとされているから、糖尿病に
よる障害の状態を考慮することはでき
ない。

３		以上によれば、本件障害の状態は、国
年令別表に定める２級の程度に該当する
と認められるから、請求人には裁定請求
日である令和○年○月○日をその受給権
発生日とする障害等級２級の障害給付が
支給されるべきであり、これと趣旨を異
にする原処分は妥当でなく、取り消され
なければならない。

　以上の理由によって、主文のとおり裁決す
る。

　また、腎疾患による障害の程度を一
般状態区分表で示すと次のとおりであ
るとされている。
一般状態区分表

区分 一		般		状		態

ア 無症状で社会活動ができ、制限を受けることな
く、発病前と同等にふるまえるもの

イ
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、
歩行、軽労働や座業はできるもの例えば、軽い
家事、事務など

ウ
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し
介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、
日中の５０％以上は起居しているもの

エ

身のまわりのある程度のことはできるが、しば
しば介助が必要で、日中の５０％以上は就床し
ており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能
となったもの

オ
身のまわりのこともできず、常に介助を必要と
し、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむ
ねベッド周辺に限られるもの

　そして、腎疾患による障害で各等級
に相当すると認められるものを一部例
示すると次のとおりであるとされてい
る。

障害の程度 障	害	の	状	態

１級
上記①の検査成績が高度異常を１つ以上示
すもので、かつ、一般状態区分表のオに該
当するもの

２級

１	上記①の検査成績が中等度又は高度の
異常を１つ以上示すもので、かつ、一般
状態区分表のエ又はウに該当するもの

２	人工透析療法施行中のもの

３級

１	上記①の検査成績が軽度、中等度又は高
度の異常を１つ以上示すもので、かつ、一
般状態区分表のウ又はイに該当するもの

２	上記②の検査成績のうちアが異常を示
し、かつ、イ又はウのいずれかが異常を
示すもので、かつ、一般状態区分表のウ
又はイに該当するもの

　なお、人工透析療法施行中のものは
２級と認定するが、主要症状、人工透
析療法施行中の検査成績、長期透析に
よる合併症の有無とその程度、具体的
な日常生活状況等によっては、さらに
上位等級に認定するとされている。
⑸	　「略」
⑹	　上記⑸で認定した本件障害の状態を
前記認定基準に照らしてみると、請求
人は、令和○年○月○日から人工透析
療法を施行しているので、これのみで
障害等級２級と認定されるところ、さ




